
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 部 局 長 会 議 規 程 新 旧 対 照 表

改 正 前 改 正 後

（前 略）

（構成） （構成）

第３条 部局長会議は、次の各号に掲げる者で組織 第３条 部局長会議は、次の各号に掲げる者で組織

する。 する。

( ) 総長 ( )1 1
( ) 理事（非常勤の理事を除く。第１２条第１項 ( )2 2
第２号において同じ ）。

( ) 副学長（前号に掲げる者を除く ） ( )3 3。

( ) 研究科長 ( ) （同 左）4 4
( ) 附置研究所の長 ( )5 5
( ) 医学部附属病院長 ( )6 6
( ) ( )7 7

（略）
( ) ( )8 8

( ) 物質－細胞統合システム拠点長9
（後 略）

附 則

、 。この規程は 平成１９年１０月１日から施行する


